
物件番号 1 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

36林班な小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 直径毎木法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 皆伐 秋田杉 生立木 一般材 715 741 324 57 4 2 1,843 934.91 24 19

面積（ha） 1.83 カラマツ 生立木 一般材 4 11 7 22 11.49 26 17

林齢（年） 62 低質材 1 1 0.08 16 8

搬出期間 引渡日から起算して N計 0 720 752 331 57 4 2 1,866 946.48

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林

民収分納入方法 振込 ブナ 生立木 一般材 7 7 2.07 24 14

クリ 生立木 一般材 2 1 3 1.39 30 14

ミズナラ 生立木 一般材 2 1 3 1.53 30 15

サワグルミ 生立木 一般材 3 2 5 2.52 28 17

保安林 － ホオノキ 生立木 一般材 11 11 3.24 24 14

自然公園 － カエデ 生立木 一般材 1 1 0.35 28 13

砂防指定 － その他L 生立木 低質材 54 54 7.60 16 13

車両制限 － ○特記事項等 L計 0 54 26 3 1 0 0 84 18.70

その他 －

合計 0 774 778 334 58 4 2 1,950 965.18

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件は分収造林であり
　、売払代金は国及び分収造
　林契約者に分収金として払
　い込むこと。

２．本物件のアクセス道とな
　る臼ヶ沢林道の通行期間は
　５月１日～11月30日までと
　なることに留意されたい。

３．本物件のアクセス道路とな
　る臼ケ沢林道を国有林野生産
　事業によりR7年４月1日～11
　月30日まで事業実行予定であ
　る。



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) カラマツ (一般材) カラマツ (低質材) ブナ (一般材) クリ (一般材) ミズナラ (一般材) サワグルミ (一般材)
平均

径級/樹高 24cm 19m 26cm 17m 16cm 8m 24cm 14m 30cm 14m 30cm 15m 28cm 17m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下
12cm 79 5.53
14cm 158 17.38
16cm 145 21.75 1 0.08
18cm 142 28.40 2 0.33
20cm 191 49.66 2 0.45
22cm 183 62.22 4 1.18 2 0.46 2 0.50
24cm 184 77.28 1 0.37 3 0.80 1 0.34
26cm 148 76.96 2 1.06 1 0.33 2 0.78
28cm 102 63.24 2 0.83 2 0.81 1 0.38
30cm 124 86.80 2 1.11
32cm 105 87.15 4 2.95
34cm 86 83.42 1 0.66
36cm 56 59.92 1 0.74
38cm 36 44.64 3 3.21 1 0.68
40cm 41 55.76
42cm 16 23.52
44cm 17 28.22 1 1.03
46cm 11 19.69
48cm 7 13.37
50cm 6 12.84
52cm 2 4.56
54cm 1 2.42
56cm
58cm 1 2.84
60cm
62cm以上 2 7.34

計 1,843 934.91 22 11.49 1 0.08 7 2.07 3 1.39 3 1.53 5 2.52

1
水林外11
36な

主要樹種径級別本数及び材積



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 ホオノキ (一般材) カエデ (一般材) その他L (低質材)
平均

径級/樹高 24cm 14m 28cm 13m 16cm 13m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下
12cm 1 0.06
14cm 5 0.34
16cm 16 1.88
18cm 18 2.72
20cm 14 2.60
22cm 5 1.18
24cm 2 0.58
26cm 2 0.70
28cm 2 0.78 1 0.35
30cm
32cm
34cm
36cm
38cm
40cm
42cm
44cm
46cm
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm以上

計 11 3.24 1 0.35 54 7.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

36な

主要樹種径級別本数及び材積

1
水林外11



物件番号 2 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

39林班か小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 精密毎木法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 経常間伐 秋田杉 生立木 一般材 109 299 154 16 7 585 302.00 28 17

面積（ha） 1.70 低質材 2 2 0.08 10 9

林齢（年） 49 N計 2 109 299 154 16 7 587 302.08

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林 その他Ｌ 生立木 一般材 1 1 0.30 24 15

民収分納入方法 振込 低質材 1 10 11 0.77 14 10

L計 1 10 1 12 1.07

保安林 干害防備保安林

自然公園 －

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 鳥獣保護区

合計 3 119 300 154 16 7 599 303.15

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林に
　指定されていることから、
　土地の形質変更及び支障木
　伐採については、必要な手
　続きを行ってから着手する
　こと。
２．森林施業上の都合により
　物件所在地における伐採搬
　出作業を9月～12月に限定
　する。
３．本物件は分収造林であり、
　売払代金は国及び分収造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) 秋田杉 (低質材) その他L (一般材) その他L (低質材)
平均

径級/樹高 28cm 17m 10cm 9m 24cm 15m 14cm 19m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下 2 0.08 1 0.02
12cm 10 0.69 5 0.24
14cm 19 2.03 1 0.06
16cm 21 2.85 1 0.09
18cm 26 4.83 3 0.36
20cm 33 7.91
22cm 47 13.76
24cm 65 22.72 1 0.30
26cm 74 30.03
28cm 63 30.67
30cm 50 27.86
32cm 50 33.18
34cm 36 27.37
36cm 31 26.63
38cm 22 21.35
40cm 15 15.56
42cm 7 8.33
44cm 9 12.27
46cm
48cm
50cm
52cm 4 7.72
54cm
56cm 1 2.11
58cm 1 1.77
60cm 1 2.36
62cm以上

計 585 302.00 2 0.08 1 0.30 11 0.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00

2
水林外11
39か

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 3 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

40林班ち小班・44林班つ小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 精密毎木法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 経常間伐 秋田杉 生立木 一般材 90 257 139 24 2 1 513 308.52 28 18

面積（ha） 1.98 低質材 14 14 0.43 8 8

林齢（年） 46 N計 14 90 257 139 24 2 527 308.95

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林 その他Ｌ 生立木 低質材 12 12 0.96 14 10

民収分納入方法 振込 L計 12 12 0.96

保安林 干害防備保安林

自然公園 －

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 鳥獣保護区

合計 14 102 257 139 24 2 539 309.91

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林に
　指定されていることから、
　土地の形質変更及び支障木
　伐採については、必要な手
　続きを行ってから着手する
　こと。
２．森林施業上の都合により
　物件所在地における伐採搬
　出作業を9月～12月に限定
　する。
３．本物件は分収造林であり、
　売払代金は国及び分収造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) 秋田杉 (低質材) その他L (低質材)
平均

径級/樹高 28cm 18m 8cm 8m 14cm 10m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下 14 0.43
12cm 10 0.54
14cm 18 1.76 5 0.30
16cm 19 2.45 4 0.30
18cm 14 2.66 2 0.25
20cm 29 7.19 1 0.11
22cm 43 13.51
24cm 49 18.87
26cm 55 26.11
28cm 53 29.49
30cm 57 36.86
32cm 40 29.27
34cm 30 24.80
36cm 24 22.71
38cm 29 31.28
40cm 16 18.83
42cm 8 10.50
44cm 7 9.56
46cm 5 7.78
48cm 3 5.29
50cm 1 1.76
52cm
54cm
56cm 2 4.68
58cm
60cm
62cm以上 1 2.62

計 513 308.52 14 0.43 12 0.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3
水林外11
40ち・44つ

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 4 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

42林班い小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 精密毎木法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 経常間伐 秋田杉 生立木 一般材 94 398 302 67 4 865 660.40 30 20

面積（ha） 3.55 低質材 3 3 0.09 8 8

林齢（年） 47 N計 3 94 398 302 67 4 868 660.49

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林

民収分納入方法 振込

保安林 干害防備保安林

自然公園 －

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 鳥獣保護区

合計 3 94 398 302 67 4 868 660.49

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林に
　指定されていることから、
　土地の形質変更及び支障木
　伐採については、必要な手
　続きを行ってから着手する
　こと。
２．森林施業上の都合により
　物件所在地における伐採搬
　出作業を9月～12月に限定
　する。
３．本物件は分収造林であり、
　売払代金は国及び分収造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) 秋田杉 (低質材)
平均

径級/樹高 30cm 20m 8cm 8m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下 3 0.09
12cm 8 0.40
14cm 17 1.51
16cm 14 1.78
18cm 16 3.25
20cm 39 9.10
22cm 40 12.17
24cm 87 35.46
26cm 86 41.08
28cm 76 46.01
30cm 109 76.35
32cm 82 66.36
34cm 61 55.42
36cm 67 69.26
38cm 47 58.09
40cm 45 61.86
42cm 23 33.77
44cm 20 32.83
46cm 14 25.70
48cm 8 16.12
50cm 2 4.00
52cm 1 2.38
54cm 2 5.39
56cm 1 2.11
58cm
60cm
62cm以上

計 865 660.40 3 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

4
水林外11
42い

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 5 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

42林班よ・た小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 精密毎木法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 経常間伐 秋田杉 生立木 一般材 143 281 193 61 8 686 427.73 30 18

面積（ha） 3.17 低質材 4 4 0.15 10 9

林齢（年） 49 N計 4 143 281 193 61 8 690 427.88

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林 ブナ 生立木 一般材 2 2 0.65 28 12

民収分納入方法 振込 ナラ 生立木 一般材 4 4 1.16 26 12

ホオノキ 生立木 一般材 1 1 0.22 24 11

その他Ｌ 生立木 一般材 1 1 0.38 28 14

低質材 2 14 16 1.64 16 11

保安林 干害防備保安林 L計 2 14 8 24 4.05

自然公園 －

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 鳥獣保護区

合計 6 157 289 193 61 8 714 431.93

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林に
　指定されていることから、
　土地の形質変更及び支障木
　伐採については、必要な手
　続きを行ってから着手する
　こと。
２．森林施業上の都合により
　物件所在地における伐採搬
　出作業を9月～12月に限定
　する。
３．本物件は分収造林であり、
　売払代金は国及び分収造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) 秋田杉 (低質材) ブナ (一般材) ナラ (一般材) ホオノキ (一般材) その他L (一般材) その他L (低質材)
平均

径級/樹高 30cm 18m 10cm 9m 28cm 12m 26cm 12m 24cm 11m 28cm 14m 16cm 11m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下 4 0.15 2 0.07
12cm 11 0.69 1 0.04
14cm 14 1.26 2 0.17
16cm 29 3.61 3 0.31
18cm 40 6.69 5 0.66
20cm 49 11.60 3 0.39
22cm 41 11.91 1 0.17
24cm 59 20.52 1 0.24 1 0.22
26cm 43 18.54 1 0.38
28cm 62 31.48 2 0.65 1 0.37 1 0.38
30cm 76 45.71
32cm 57 41.04
34cm 47 39.15
36cm 27 24.18
38cm 32 33.91
40cm 30 33.84
42cm 29 36.47
44cm 10 15.02
46cm 15 23.51
48cm 6 9.63
50cm 1 1.95
52cm 2 3.26
54cm 3 6.20
56cm
58cm 2 5.57
60cm 1 1.99
62cm以上

計 686 427.73 4 0.15 2 0.65 4 1.16 1 0.22 1 0.38 16 1.64

5
水林外11
42よ・た

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 6 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

43林班と小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 精密毎木法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 経常間伐 秋田杉 生立木 一般材 78 190 108 17 2 395 233.41 28 18

面積（ha） 1.81 N計

林齢（年） 51

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林

民収分納入方法 振込

保安林 干害防備保安林

自然公園 －

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 埋蔵文化財包蔵地隣接

鳥獣保護区

合計 78 190 108 17 2 0 395 233.41

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林に
　指定されていることから、
　土地の形質変更及び支障木
　伐採については、必要な手
　続きを行ってから着手する
　こと。
２．森林施業上の都合により
　物件所在地における伐採搬
　出作業を9月～12月に限定
　する。
３．本物件所在地に隣接して
　埋蔵文化財包蔵地があるた
　め、当該包蔵地を避けて搬
　出すること。
４．本物件は分収造林であり、
　売払代金は国及び分収造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材)
平均

径級/樹高 28cm 18m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下
12cm
14cm 9 0.93
16cm 7 0.93
18cm 23 3.98
20cm 39 9.06
22cm 35 10.22
24cm 36 13.27
26cm 50 23.42
28cm 41 21.97
30cm 28 19.02
32cm 32 23.59
34cm 34 30.49
36cm 23 22.88
38cm 13 15.84
40cm 6 7.33
42cm 6 8.12
44cm 8 12.24
46cm 2 3.33
48cm 1 1.65
50cm
52cm
54cm 1 2.10
56cm 1 3.04
58cm
60cm
62cm以上

計 395 233.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6
水林外11
43と

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 7 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

43林班と1小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 精密毎木法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 経常間伐 秋田杉 生立木 一般材 81 271 200 38 1 1 592 362.97 30 18

面積（ha） 3.29 N計

林齢（年） 50

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林

民収分納入方法 振込

保安林 干害防備保安林

自然公園 －

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 埋蔵文化財包蔵地隣接

鳥獣保護区

合計 81 271 200 38 1 1 592 362.97

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林に
　指定されていることから、
　土地の形質変更及び支障木
　伐採については、必要な手
　続きを行ってから着手する
　こと。
２．森林施業上の都合により
　物件所在地における伐採搬
　出作業を9月～12月に限定
　する。
３．本物件所在地に隣接して
　埋蔵文化財包蔵地があるた
　め、当該包蔵地を避けて搬
　出すること。
４．本物件は分収造林であり、
　売払代金は国及び分収造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材)
平均

径級/樹高 30cm 18m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下
12cm
14cm 2 0.20
16cm 7 0.91
18cm 27 4.34
20cm 45 9.62
22cm 47 11.62
24cm 51 16.29
26cm 52 20.26
28cm 66 32.56
30cm 55 33.17
32cm 67 48.22
34cm 53 42.43
36cm 39 36.24
38cm 27 28.26
40cm 14 17.67
42cm 23 31.57
44cm 4 5.29
46cm 8 13.17
48cm 2 3.82
50cm 1 2.43
52cm 1 2.28
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm以上 1 2.62

計 592 362.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

7
水林外11
43と1

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 8 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

44林班ほ小班・45林班ち小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 精密毎木法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 経常間伐 秋田杉 生立木 一般材 76 211 99 11 397 228.22 28 19

面積（ha） 1.17 低質材 1 1 0.03

林齢（年） 47 N計 1 76 211 99 11 398 228.25

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林 その他Ｌ 生立木 一般材 7 7 1.44 22 12

民収分納入方法 振込 低質材 6 30 36 3.01 14 10

L計 6 30 7 43 4.45

保安林 干害防備保安林

自然公園 －

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 鳥獣保護区

合計 7 106 218 99 11 441 232.70

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林に
　指定されていることから、
　土地の形質変更及び支障木
　伐採については、必要な手
　続きを行ってから着手する
　こと。
２．森林施業上の都合により
　物件所在地における伐採搬
　出作業を9月～12月に限定
　する。
３．本物件は分収造林であり、
　売払代金は国及び分収造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) 秋田杉 (低質材) その他L (一般材) その他L (低質材)
平均

径級/樹高 28cm 19m 10cm 8m 22cm 12m 14cm 10m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下 1 0.03 6 0.14
12cm 1 0.08 4 0.18
14cm 11 1.19 6 0.42
16cm 13 2.08 11 0.94
18cm 17 3.56 5 0.71
20cm 34 9.29 4 0.62
22cm 34 11.49 7 1.44
24cm 49 20.36
26cm 44 21.10
28cm 41 23.54
30cm 43 28.75
32cm 30 22.01
34cm 22 18.50
36cm 17 15.52
38cm 16 17.13
40cm 14 17.52
42cm 3 4.06
44cm 3 4.30
46cm 4 5.92
48cm 1 1.82
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm以上

計 397 228.22 1 0.03 7 1.44 36 3.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00

8
水林外11
44ほ・45ち

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 9 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

44林班ら小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 精密毎木調査 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 皆伐 秋田杉 生立木 一般材 91 460 560 179 35 5 1,330 1,316.26 34 22

面積（ha） 2.10 低質材 13 13 1.06 14 10

林齢（年） 50 N計 0 104 460 560 179 35 5 1,343 1,317.32

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林 クリ 生立木 一般材 1 1 0.30 24 15

民収分納入方法 振込 コナラ 生立木 一般材 1 1 0.49 30 16

ケヤキ 生立木 一般材 4 4 1.52 24 17

イタヤカエデ 生立木 一般材 1 1 1.06 38 22

キリ 生立木 一般材 1 1 2 4 10.74 62 22

保安林 干害防備保安林 その他L 生立木 一般材 1 1 0.59 34 15

自然公園 － その他L 生立木 低質材 26 24 50 2.78 12 8

砂防指定 － Ｌ計 26 24 6 2 1 1 2 62 17.48

車両制限 － ○特記事項等

その他 埋蔵文化財包蔵地

鳥獣保護区

合計 26 128 466 562 180 36 7 1,405 1,334.80

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林に
　指定されていることから、
　土地の形質変更及び支障木
　伐採については、必要な手
　続きを行ってから着手する
　こと。
２．本物件所在地は埋蔵文化
　財包蔵地に該当するため、
　搬出路の新設は出来ません。
　既設搬出路のみ重機走行が
　可能であるとともに、作業
　着手前に秋田県教育委員会
　へ「文化財保護法93条に基
　づく届け出」の提出が必要
　です。
３．森林施業上の都合により
　物件所在地における伐採搬
　出作業を9月～12月に限定
　する。
４．本物件は分収造林であり、
　売払代金は国及び分収造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。
(詳細については別紙「特約条
項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) 秋田杉 (低質材) クリ (一般材) コナラ (一般材) ケヤキ (一般材) イタヤカエデ (一般材) キリ (一般材)
平均

径級/樹高 34cm 22m 14cm 10m 24cm 15m 30cm 16m 24cm 17m 38cm 22m 62cm 22m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下
12cm 2 0.14 3 0.16
14cm 5 0.51 6 0.46
16cm 14 1.88 3 0.30
18cm 28 5.23 1 0.14
20cm 42 10.22
22cm 47 15.30 2 0.52
24cm 85 33.09 1 0.30
26cm 93 45.12 1 0.33
28cm 101 61.68
30cm 134 95.23 1 0.49 1 0.67
32cm 139 119.56
34cm 128 124.58
36cm 101 114.09
38cm 106 130.73 1 1.06
40cm 86 123.80
42cm 66 101.44
44cm 47 81.02
46cm 26 47.99 1 1.26
48cm 19 38.31
50cm 21 50.85
52cm 15 36.98
54cm 7 19.75
56cm 9 24.69
58cm 2 5.33 1 2.32
60cm 2 7.21
62cm以上 5 21.53 2 7.16

計 1,330 1,316.26 13 1.06 1 0.30 1 0.49 4 1.52 1 1.06 4 10.74

9
水林外11
44ら

主要樹種径級別本数及び材積



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 その他L (一般材) その他L (低般材)
平均

径級/樹高 34cm 15m 12cm 8m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下 26 0.46
12cm 7 0.31
14cm 5 0.37
16cm 7 0.76
18cm 2 0.25
20cm 3 0.63
22cm
24cm
26cm
28cm
30cm
32cm
34cm 1 0.59
36cm
38cm
40cm
42cm
44cm
46cm
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm以上

計 1 0.59 50 2.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

44ら

主要樹種径級別本数及び材積

9
水林外11



物件番号 10 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

44林班む・う小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 直径毎木法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 皆伐 秋田杉 生立木 一般材 0 315 738 316 46 6 0 1,421 980.76

面積（ha） 1.34 ヒバ 生立木 一般材 0 0 2 0 0 0 0 2 0.76

林齢（年） 56 カラマツ 生立木 一般材 0 2 7 1 0 0 0 10 5.75

搬出期間 引渡日から起算して N計 0 317 747 317 46 6 0 1,433 987.27

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林 コナラ 生立木 一般材 0 0 1 0 0 0 0 1 0.24

民収分納入方法 振込 クリ 生立木 一般材 0 0 16 3 0 0 0 19 9.18

ミズナラ 生立木 一般材 0 0 2 0 0 0 0 2 1.00

ケヤキ 生立木 一般材 0 0 2 1 0 0 0 3 1.52

ホオノキ 生立木 一般材 0 0 1 0 0 0 0 1 0.61

保安林 干害防備保安林 サクラ 生立木 一般材 0 0 3 2 0 0 0 5 2.98

自然公園 － カエデ 生立木 一般材 0 0 7 3 0 0 0 10 5.71

砂防指定 － ○特記事項等 その他Ｌ 生立木 低質材 16 69 0 0 0 0 0 85 10.30

車両制限 － L計 16 69 32 9 0 0 0 126 31.54

その他 埋蔵文化財包蔵地隣接

鳥獣保護区

合計 16 386 779 326 46 6 0 1,559 1,018.81

法令制限、その他留意事項

１．埋蔵文化財を発見した場

　合には、その現状を変更す

　ることなく速やかに報告す

　ること。

２．林業における労働災害防

　止の観点から、立木販売契

　約情報を労働基準監督署へ

　情報提供します。

３．本物件は、分収造林契約

　の候補地であり、落札者が

　分収造林契約締結を希望す

　る場合、契約相手方の要件

　を満たせば分収造林契約を

　締結することが可能です。

(その他については別紙「特記事

項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材

低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林に

　指定されていることから、

　土地の形質変更及び支障木

　伐採については、必要な手

　続きを行ってから着手する

　こと。

２．本物件所在地に隣接して

　埋蔵文化財包蔵地があるた

　め、当該包蔵地を避けて搬

　出すること。

３．森林施業上の都合により

　物件所在地における伐採搬

　出作業を9月～12月に限定

　する。

４．本物件は分収造林であり、

　売払代金は国及び分収造林

　契約者に分収金として払い

　込むこと。

(詳細については別紙「特約条

項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) カラマツ (一般材) ヒバ (一般材) クリ (一般材) ミズナラ (一般材) ケヤキ (一般材) コナラ (一般材)
平均

径級/樹高 26cm 22m 24cm 23m 22cm 19m 28cm 18m 26cm 19m 28cm 18m 22cm 14m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下
12cm 7 0.56
14cm 16 2.05
16cm 69 11.80 1 0.14
18cm 105 23.92 1 0.25
20cm 118 34.88
22cm 143 56.97 2 0.86 2 0.76 1 0.24
24cm 163 80.13 1 0.48 6 2.07 1 0.30
26cm 172 101.59 4 1.58 1 0.35
28cm 133 91.35 3 2.19 5 2.20 1 0.48
30cm 127 102.26 1 0.86 1 0.73 1 0.70
32cm 100 94.20 1 0.97 1 0.69
34cm 71 78.58 1 0.78
36cm 59 72.49
38cm 48 67.23 1 0.96
40cm 38 58.54 1 0.86
42cm 18 30.77
44cm 15 27.94
46cm 12 24.93
48cm 1 2.00
50cm
52cm 1 2.49
54cm 2 5.73
56cm 2 6.68
58cm
60cm 1 3.67
62cm以上

計 1,421 980.76 10 5.75 2 0.76 19 9.18 2 1.00 3 1.52 1 0.24

10
水林外11
44む・う

主要樹種径級別本数及び材積



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 ホオノキ (一般材) サクラ (一般材) カエデ (一般材) その他L (低質材)
平均

径級/樹高 28cm 23m 30cm 19m 28cm 19m 14cm 14m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下 16 0.47
12cm 12 0.83
14cm 8 0.72
16cm 17 2.20
18cm 18 2.95
20cm 14 3.13
22cm 1 0.25
24cm 1 0.34
26cm 4 1.59
28cm 1 0.61 1 0.53 2 0.96
30cm 1 0.58
32cm 1 0.76
34cm
36cm 1 1.04 2 1.82
38cm 1 0.82
40cm
42cm
44cm
46cm
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm以上

計 1 0.61 5 2.98 10 5.71 85 10.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00

水林外11
10

44む・う

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 11 特約条項及び特記事項

水林外11国有林 ○特約条項

46林班な小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 毎木調査（樹高曲線） 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 皆伐 秋田杉 生立木 一般材 289 743 279 47 2 1,360 768.41 26 18

面積（ha） 1.99 カラマツ 生立木 一般材 3 4 7 2.03 22 15

林齢（年） 58 N計 0 292 747 279 47 2 0 1,367 770.44

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 分収造林 クリ 生立木 一般材 2 2 0.69 24 16

民収分納入方法 振込 ナラ 生立木 一般材 1 1 0.24 22 14

その他L 生立木 低質材 3 23 26 3.24 16 12

L計 3 23 3 0 0 0 0 29 4.17

保安林 干害防備保安林

自然公園 －

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 埋蔵文化財包蔵地隣接

鳥獣保護区

導水管あり

合計 3 315 750 279 47 2 0 1,396 774.61

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。
２．本物件は、分収造林契約
　の候補地であり、落札者が
　分収造林契約締結を希望す
　る場合、契約相手方の要件
　を満たせば分収造林契約を
　締結することが可能です。
３．森林作業道及び集材路・
　土場作設に当たっては、別
　添の森林作業道及び集材路
　・土場作設特記仕様書等を
　遵守してください。
(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

物件所在地
樹  種 種  類

一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均
１．本物件所在地は保安林
　に指定されていることか
　ら、土地の形質変更及び
　支障木伐採については、
　必要な手続きを行ってか
　ら着手すること。
２．本物件所在地内に導水
　管があることから、必要
　な対策を講じること。
３．本物件所在地に隣接し
　て埋蔵文化財包蔵地があ
　るため、当該包蔵地を避
　けて搬出すること。
４．森林施業上の都合によ
　り物件所在地における伐
　採搬出作業を9月～12月に
　限定する。
５．本物件は分収造林であ
　り、売払代金は国及び分
　収造林契約者に分収金と
　して払い込むこと。
(詳細については別紙「特約条
項」参照)



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) カラマツ (一般材) クリ (一般材) ナラ (一般材) その他L (低質材)
平均

径級/樹高 26cm 18m 22cm 15m 24cm 16m 22cm 14m 16cm 12m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下 3 0.07
12cm 17 0.85 3 0.16
14cm 33 2.97 6 0.50
16cm 48 5.76 2 0.23
18cm 85 13.60 1 0.15 3 0.46
20cm 106 24.38 2 0.41 9 1.82
22cm 131 37.99 1 0.27 1 0.24
24cm 172 63.64 1 0.30
26cm 151 67.95 2 0.68 1 0.39
28cm 163 96.17
30cm 126 88.20 1 0.52
32cm 96 79.68
34cm 73 67.16
36cm 51 54.57
38cm 38 47.12
40cm 21 30.03
42cm 23 37.03
44cm 11 19.14
46cm 11 21.56
48cm 1 1.99
50cm 1 2.33
52cm 1 3.01
54cm
56cm 1 3.28
58cm
60cm
62cm以上

計 1,360 768.41 7 2.03 2 0.69 1 0.24 26 3.24 0 0.00 0 0.00

11
水林外11

46林班な小班

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 12 特約条項及び特記事項

由利本荘市（旧岩城町） ○特約条項

官行造林13林班と・ち小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 標準地・精密毎木 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 皆伐 秋田杉 生立木 一般材 857 3,968 2,160 410 56 19 7,470 5,900.31

面積（ha） 10.18 低質材 1 1 0.06

林齢（年） 66 アカマツ 生立木 一般材 110 256 182 35 1 1 585 428.07

搬出期間 引渡日から起算して N計 968 4,224 2,342 445 57 20 8,056 6,328.44

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 官行造林

民収分納入方法 振込 クリ 生立木 一般材 15 4 19 7.86

コナラ 生立木 一般材 14 3 17 7.55

ホオノキ 生立木 一般材 4 1 5 2.35

サクラ 生立木 一般材 28 2 1 31 12.24

保安林 － その他Ｌ 生立木 低質材 7 405 412 46.26

自然公園 － L計 7 405 61 10 1 484 76.26

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 鳥獣保護区

合計 7 1,373 4,285 2,352 446 57 20 8,540 6,404.70

１．本物件は官行造林であり、
　売払代金は国及び官行造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

２．本物件隣接地で秋田県施
　工の林道工事があるため、
　工事で使用している休憩所
　敷は休工中を含め土場とし
　て使用不可となることに留
　意されたい。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。

(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

　　　　　由利本荘市岩城二古字一ノ沢1-3外１

樹  種 種  類
一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均

物件所在地



物件番号 12（1/2） 特約条項及び特記事項

由利本荘市（旧岩城町） ○特約条項

官行造林13林班と小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 標準地調査法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 皆伐 秋田杉 生立木 一般材 857 3,966 2,159 410 56 19 7,467 5,898.22 30 22

面積（ha） 8.40 N計 857 3,966 2,159 410 56 19 7,467 5,898.22

林齢（年） 66

搬出期間 引渡日から起算して

（ケ月） 36ヵ月 その他Ｌ 生立木 低質材 38 38 7.07 16 18

契約関係 官行造林 L計 38 38 7.07

民収分納入方法 振込

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 鳥獣保護区

合計 0 895 3,966 2,159 410 56 19 7,505 5,905.29

１．本物件は官行造林であり、
　売払代金は国及び官行造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

２．本物件隣接地で秋田県施
　工の林道工事があるため、
　工事で使用している休憩所
　敷は休工中を含め土場とし
　て使用不可となることに留
　意されたい。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。

(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

　　　　　由利本荘市岩城二古字一ノ沢1-3外１

樹  種 種  類
一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均

物件所在地



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) その他Ｌ (低質材)

平均
径級/樹高

30cm 22m 16cm 18m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下
12cm
14cm 19 1.86 19 1.86
16cm 168 22.90
18cm 242 50.27
20cm 428 116.19 19 5.21
22cm 540 199.23
24cm 987 459.91
26cm 875 497.53
28cm 726 495.48
30cm 838 676.46
32cm 633 581.50
34cm 670 698.99
36cm 391 453.58
38cm 242 310.58
40cm 223 339.44
42cm 93 150.26
44cm 149 265.15
46cm 112 228.10
48cm 56 111.72
50cm
52cm 37 89.00
54cm
56cm 19 61.07
58cm
60cm
62cm以上 19 89.00

計 7,467 5,898.22 38 7.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

12（1/2）
由利本荘市（旧岩城町）

13と

主要樹種径級別本数及び材積



物件番号 12（2/2） 特約条項及び特記事項

由利本荘市（旧岩城町） ○特約条項

官行造林13林班ち小班 10cm 12 22 32 42 52 62cm 本数 材積 経級 樹高

調査方法 精密毎木調査法 以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60 上 （本） (m3) （cm） （m）

伐採方法 皆伐 秋田杉 生立木 一般材 2 1 3 2.09 30 19

面積（ha） 1.78 低質材 1 1 0.06 14 8

林齢（年） 66 アカマツ 生立木 一般材 110 256 182 35 1 1 585 428.07 28 22

搬出期間 引渡日から起算して N計 111 258 183 35 1 1 589 430.22

（ケ月） 36ヵ月

契約関係 官行造林

民収分納入方法 振込 クリ 生立木 一般材 15 4 19 7.86 26 17

コナラ 生立木 一般材 14 3 17 7.55 26 18

ホオノキ 生立木 一般材 4 1 5 2.35 26 17

サクラ 生立木 一般材 28 2 1 31 12.24 24 17

保安林 － その他Ｌ 生立木 低質材 7 367 374 39.19 14 12

自然公園 － L計 61 10 1 446 69.19

砂防指定 －

車両制限 － ○特記事項等

その他 鳥獣保護区

合計 0 111 319 193 36 1 1 1,035 499.41

１．本物件は官行造林であり、
　売払代金は国及び官行造林
　契約者に分収金として払い
　込むこと。

２．本物件隣接地で秋田県施
　工の林道工事があるため、
　工事で使用している休憩所
　敷は休工中を含め土場とし
　て使用不可となることに留
　意されたい。

(詳細については別紙「特約条
項」参照)

法令制限、その他留意事項

１．林業における労働災害防
　止の観点から、立木販売契
　約情報を労働基準監督署へ
　情報提供します。

(その他については別紙「特記
事項（一般共通）」等参照）

公　売　物  件  明　細  書（立  木）

主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級（全樹種の本数及び材積は別紙参照）

　　　　　由利本荘市岩城二古字一ノ沢1-3外１

樹  種 種  類
一般材
低質材

別

径級別本数 計 平　均

物件所在地



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 秋田杉 (一般材) 秋田杉 (低質材) アカマツ (一般材) クリ (一般材) コナラ (一般材) ホオノキ (一般材) サクラ (一般材)

平均
径級/樹高

30cm 19m 14cm 8m 28cm 22m 26cm 17m 26cm 18m 26cm 17m 24cm 17m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下
12cm 7 0.54
14cm 1 0.06 13 1.64
16cm 20 3.38
18cm 32 7.39
20cm 38 11.40
22cm 51 18.85 7 1.88 5 1.40 1 0.28 10 2.60
24cm 2 0.73 54 25.30 2 0.56 4 1.48 1 0.30 7 2.34
26cm 45 25.05 3 1.28 1 0.48 2 0.76 5 1.91
28cm 60 38.98 3 1.39 3 1.44 6 2.90
30cm 46 35.55 1 0.55
32cm 52 45.87 1 0.56 1 0.49 2 1.32
34cm 56 55.33 2 1.66 1 0.93
36cm 29 32.85 1 0.53 1 0.78
38cm 22 27.78 1 1.01
40cm 1 1.36 23 32.58
42cm 20 31.78 1 1.17
44cm 9 15.39
46cm 2 4.05
48cm 3 6.02
50cm 1 2.17
52cm
54cm 1 2.53
56cm
58cm
60cm
62cm以上 1 3.64

計 3 2.09 1 0.06 585 428.07 19 7.86 17 7.55 5 2.35 31 12.24

12（2/2）
由利本荘市（旧岩城町）

13ち

主要樹種径級別本数及び材積



（別紙）
物件番号
国有林名
林小班

樹種 その他Ｌ (低質材)
平均

径級/樹高
14cm 12m

径級 （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥） （本） （㎥）
10cm以下 7 0.24
12cm 79 4.13
14cm 112 8.94
16cm 81 9.32
18cm 58 8.95
20cm 37 7.61
22cm
24cm
26cm
28cm
30cm
32cm
34cm
36cm
38cm
40cm
42cm
44cm
46cm
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm以上

計 374 39.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

主要樹種径級別本数及び材積

12（2/2）
由利本荘市（旧岩城町）

13ち


